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朝鮮における 1914年『学校体操教授要目』

制定期の体育政策について〈上〉

一一在朝鮮日本人諸学校に関して一一

西 尾達雄

はじめに

1876年日本は，武力行使によって締結させた日朝修好条規によって朝鮮

を開国させた。これは，幕末のペリーの黒船，艦砲による軍事的脅迫を凌

ぐものであった。この条規及びその付属文書によって，開港地における日

本商民の居留地設定，居留民に対する日本の管理官の管理，居留地での日

本貨幣通用，日本居留民の犯罪に朝鮮政府が手出しできないいわゆる治外

法権，日本から朝鮮への輸出商品に一切関税を課さないなどが取り決めら

れ，その結果いわゆる一旗組居留地商人の暴力的商法が朝鮮の国家主権を

無視して押し通され，朝鮮民衆の生活を破壊していくようになるヘ 1898

年に朝鮮に住んで、いる外国人数で清国人2、530人，欧米人220人に対して，

日本人数は， 15，062人という多数に達していた。また， 1906年に各通商地

にある各国の商館数は，清国42，米国 2，英国 2，仏国 1に対して日本は

210と圧倒的優位を占めていたへ

条規締結の翌1877年には釜山居留地において読み書き算盤を中心に日本

人教育が始められている。 1906年には，統監府設置に伴い文部省の在外指

定学校規定を受け，一部の学校で本国と同程度の学校の生徒及び卒業生と

して取り扱われるようになる。さらに1909年には，統監府によって小学校

規則が制定され，すべての在朝日本人小学校が本国と同様の扱を受けるま
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でに至っている。

1910年8月22日の日韓併合は，それまで制約されながらも既に握ってい

た実権を政治，経済，教育，文化等あらゆる面で名実ともにその支配権と

して確立したことを意味した。その結果朝鮮人は，土地を奪われ浮遊民と

なったり，日本への移住を止むなくされたりした。また会社等の設立が制

約され，民族資本の確立も阻止された。朝鮮人は，総督府や日本人に協力

するか，そのふりをしなければ生命の維持さえ困難な状況に追い込まれた。

全ての地域に憲兵警察が配置され，住民の言動や生活行動まで監視され，

日本人が校長になった学校で、は教員がサーベルをもって授業を行うという

武断政治が断行された。

このような植民地下の教育方針を示したのが1911年 8月24日制定された

朝鮮教育令であった。この教育令は，朝鮮人を被統治者として教化するた

めの根本方針を明らかにしたものであり，強行な武断政治を教育の側から

支えるものであった。これに基づいて朝鮮人の普通学校，高等普通学校，

女子高等普通学校，実業学校，私立学校等の諸学校規則が発布された。こ

の規則の中に学校体育の位置付けとその内容が明記された。それは，普通

学校と実業学校では普通体操と遊戯という内容で体操を随意科目とし，体

操を積極的に実施しないようにし，しかも必須科目とした高等普通学校や

女子高等普通学校では普通体操と器械体操という内容にし，兵式体操は行

わないようにしたものであった。これが朝鮮人に対する学校体育の基本方

針であった。

一方日本人教育制度は，併合後直ちに改革されず，三年目になってやっ

と朝鮮公立小学校官制が制定され，本国と「完全なる連絡を保持する3)J に

至った。しかし形式的には本国と同様の教育内容に基づくものとなったと

いえるが，実際は朝鮮の実情にそった異なる教育課題と期待が込められた

内容であった。

こうした状況の下で，併合後五年目の1914年 6月10日学校体操教授要目

が道，官立学校に対する朝鮮総督府訓令第27号によって定められた。その

制定理由について同訓令は， i学校生徒ノ教育上体操科ノ重要ナルハ言ヲ
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倹タス然ルニ従来各学校ニ於テ其ノ教授スル所往々区区ニシテ時ニ或ハ適

切ナラサルモノアリ仰テ蕊ニ別冊ノ通学校体操教授要目ヲ制定シテ準拠ス

ル所ヲ知ラシム之カ実施ニ当リテ須ラク学校訓育ノ方針ニ遵イ土地ノ状

況，学校ノ設備，男女ノ特性及ヒ心身ノ発達ニ鑑ミ適当ノ教程ヲ定メ依テ

以テ本科ノ目的ヲ達スルニ遺憾ナキヲ期スヘシ勺として，従来ぱらぱら

であった体操教授に準則を与えるために定めたものであると述べている。

その準拠すべき体操の教科内容は「体操，遊戯，教練」となった。これに

したがって同日付で諸学校規則も改正され，体操の教科内容もこの要目と

同様になった。

これまでの研究において，この要目が1913年 1月28日日本文部省訓令第

13号で発布された日本の要目と全く同ーのものとされ，この要目によって

すべての学校に体育を必須とする改革が実施されたと評価されてきた。ま

た，この要目の中に「教練」が登場するが，これは併合前から兵式体操を

禁止してきた教育方針と矛盾するように思われる O 果たして日本の要目と

同一であるとしづ見解が妥当なものか，また同一で、あり 兵式体操と同様

の教練が実施されたとすると朝鮮教育令の根本方針及び学校体育の基本方

針が修正されたことを意味するが，そのような修正が存在したのか，この

ような問題意識から筆者は，既に，朝鮮教育令の根本方針とその下での体

育政策に言及しながら，従来の要目に対する見解及び要自の内容を再検討

し，要目制定の朝鮮人に対する体育政策の実態について明らかにしてい

る5)。そこで明らかにした二つの要目の相違点は以下のようなことであ

る。

① 体操，教練，遊戯という全ての教材において朝鮮人は在朝鮮日本人

よりも高度な内容が日本人より低学年に配当されている。例えば，日

本人の第三学年の内容が朝鮮人では第一学年に配当されている。

② 朝鮮人には，撃剣や柔術を行わせる記述になっていなし、。

③ 朝鮮人には，普通学校，高等普通学校とも執銃訓練や部隊教練が配

当されていない。

④ 普通学校や高等通学校には バスケットボールやフットボールなど
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の教材が配当されていなし、。

⑤ 体操以外の撃剣・柔術，教練，遊戯では，日本と朝鮮に在住する日

本人の教材配当が若干異なっている。

先の研究は，この内朝鮮人に関わる①から④について，その相違の背景

とその意味について検討し，朝鮮人に対する体育政策の実態を明らかにし

たものであった。そこで本稿は，⑤の日本人同士の相違に関して，その背

景と意味について考察し，この要目が在朝日本人に対して期待したものが

何であったかに言及し，要目制定期の在朝鮮日本人子弟に対する体育政策

の特徴について明らかにすることをねらいとするものである。

( 1) 二つの要目の相違内容

では日本と朝鮮に在住する日本人の教材配当のどこがどのように違って

いるのかを具体的に見てみよう。 1913年と1914年の日朝二つの要自の構成

は， r一，体操科ノ教材，二，体操科教材ノ配当，三，体操科教授時間外ニ

於テ行フヘキ諸運動，四，教授上ノ注意」となっており，全体的な構成は

同一であるへしかし，次の二項目に若干の相違が見られる

一つは， r一，体操科ノ教材」のまえがきである。日本の要目では， r体
操科ノ教材ヲ体操教練及遊戯トス但シ中学校及師範学校男生徒ニアリテハ

撃剣及柔術ヲ加フルコトヲ得」へとなっているが，朝鮮の要目では，但し

以下が「高等小学校ノ男児及中学校生徒ニ在リテハ撃剣及柔術ヲ加フルコ

トヲ得J8) となっている。つまり，日本本国の要目では，中学校及び師範学

校に加えてもよいとされた撃剣・柔術が，朝鮮においては日本人が通う高

等小学校でも体操科の教材に加えてもよいということである。

もう一つは， r二，体操科教材ノ配当」の項目である。各教材配当の内，

体操については相違が見られない。また遊戯については若干の相違がある

もののほぼ同じ内容になっている。ところが表 1'""表 3のように，教練に

関しては，次のような相違が見られる。

まず，日本本国小学校(以下「本国小j と略〉第二学年に配当されてい

る「番号Jr半右(左)向」が在朝鮮日本人小学校(以下「在朝小Jと略〉
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表 1.小学校の教練教材配当の比較

日本本国小学校 在朝鮮日本人小学校

気を付け

休め

第 集まれ 同左

解かれ

一 番号 (12) 番号

整頓 同左
Aザ主ゐー 右(左〉向 同左

半右(左〉向

年 縦隊行進(ー列二列〉

停止

足踏 同左

伍々右(左〉

間隔及距離開閉

第 番号 廻われ右(左〉

半右(左)向 駆歩

一 廻われ右(左〉

第 行進間廻われ右(左〉 行進間廻われ右(左〉

横隊行進 及び其の停止

一 駆歩 横隊行進

第 行進間右(左〉向 行進間右(左)向

駆歩間廻われ右(左〉 駆歩間廻われ右(左〉

伍の重複及分解 及び其の停止

四 伍の重複及分解

第 斜行進 同左

五 方向を換え

第 側面縦隊より横隊 同左
ー...L同 信

駆歩を以て行なう諸運動ノ ¥

品 徒手小隊教練(男子のみ) 同左

一

高 執銃教練(男子のみ〉 同左

一
一

(出典〉教育史編纂会 明治以降教育制度発達史 1939 
第六巻及び第十巻

島品~



表 2 高等女学校の教練教材配当の比較

日本本国高等女学校 在朝鮮日本人高等女学校

気を付け

休め

第 集まれ

解かれ

番号

一 整頓

右(左〉向 同左

半右(左〉向

Aずhらー 廻われ右(左〉

行進

停止

年 足踏

伍伍右(左〉

行進問廻われ右(左〉 行進問廻われ右(左)

駆歩 駆歩

方向を換え

伍の重複及分解

側面縦隊より横隊 同左

間隔及距離開閉

(備考〉高等女学校第二学年から第五学年までには教練
に関する記載事項はない

(出典)教育史編纂会 明治以降教育制度発達史 1939 
第六巻及び第十巻

の第一学年に配当されている。また，本国小第三学年に配当されている

「駆歩」が在朝小学校第二学年に配当され，本国小第三学年に配当されて

いる「行進間廻われ右(左)Jが在朝小では第三学年で「行進間廻われ右

(左〉及び其の停止」となっている。また本国小第四学年に配当されてい

る「駆歩間廻われ右(左)Jは，在朝小では「駆歩間廻われ右(左〉及び其

の停止」として同学年に配当されている o

女学校においても，本国にはない「伍々右〈左)Jが在朝鮮日本人に加え

られ，本国の「行進間廻れ右(左)J が「行進間廻れ右(左〉及其停止」
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表 3 中学校教練教材配当の比較

日本本国中学校 在朝鮮日本人中学校

気を付け

休め

第 集まれ

解かれ

番号

一 整頓

右(左〉向 同左

半右(左〉向
Aず且らa 廻われ右(左〉

行進
， 

停止

年 足踏

伍伍右(左〉

行進間廻われ右(左〉 行進間廻われ右(左)

及其停止

行進問右(左〉向 行進間右(左〉向

駆歩 駆歩

駆歩間廻われ右(左〉及

其停止

方向を換え

伍の重複及分解

側面縦隊より横隊 同左

間隔及距離開閉

第 徒手小隊教練 同左

一一
第 徒手中隊教練 同左

執銃各個教練

一 執銃小隊教練

第 執銃中隊教練 同左

四

第 幹部演習 同左

五

一一
(出典)教育史編纂会 明治以降教育制度発達史 1939 

第六巻及び第十巻
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なっている。中学校においても同様の関係が見られる。

このように朝鮮の要目には，①本国では配当してよいとされなかった高

等小学校に撃剣・柔術が配当してもよいとされており，②教練の配当で

は，日本の配当よりも低学年に配当されたり，日本の要目にないものが配

当されたり，より多くの内容が同学年に配当されたりしている。この事実

は，高等小学校に撃剣・柔術を配当しなければならない条件，あるいは，

配当した方がよい条件が存在したので、はなし、かということや，教練の配当

のようにより多くの課題を低学年から与えなければならない条件，あるい

は与えた方がよい条件が存在したのではないかということを考えさせるも

のである。そこで次にこのような相違を生み出す背景について考えてみた

し、。

(2) 相違の背景

では撃剣・柔術に関わる条件，あるいは教練に関わる条件とは何であろ

うか。まず撃剣・柔術や教練に関わる条件として考えられるのが，撃剣・

柔術や教練に対する何らかの教育的期待が存在したのではないかというこ

とである。またこのような教育的期待を生み出したのは，朝鮮における日

本人の教育状況であったと考えられる。

そこで以下では まず，日本における撃剣・柔術の学校体育導入の経緯

を概括して，当時の撃剣・柔術に対する教育的期待について検討する。次

に朝鮮における撃剣・柔術の普及状況から引き出される教育的課題につい

て検討する。さらに朝鮮における教練教材の特殊性について検討し，在朝

日本人教育に何が求められたかを明らかにする。そしてこのような教育的

期待や課題の背景として，まず，在朝鮮日本人諸学校の普及と就学状況を

分析し，最後に，そうした教育状況の下での総督府の教育方針を明らかに

し，要目制定期の在朝鮮日本人に対する体育政策の特徴について考察する。

①日本における撃剣・柔術の学校体育導入の経緯

明治初期の兵制改革で表えていた武道が， r我国固有の道Jを強調し武

nせq
u
 



術による教育勅語の実現を主張することによって学校教育に入り込んでく

るのが， 1895 (明治28)年に大日本武徳会が創設された頃で、あった。この

武道の正科採用運動は，日清戦争経営期における東アジアをめぐる諸列強

の対立の深刻化とそれに対応した日本の「東洋の盟主J化路線の進展を社

会的背景としている。その中でこの運動に最大のパックボーンになったの

が武徳会であった。坂上によれば，武徳会が「武術」による国民教化の必

要性を主張し，軍事的実用性に最大の力点を置く武術事業方針を掲げ，枢

密院顧問官，宮内次官，各知事，警視総監，警察署長など国家権力の上層

部から末端の行政・警察機構を動員しながら全国的に組織化されていく状

況に力を借りて，“尚武国日本"の構築をめざし「武徳」の精神を公教育機

関を通じて全国の青少年に身につけさせようとしたのが，この武道の正科

採用運動であったへその「武徳j の精神とは， r一朝有事ノ時ニ当リテハ

君国ノ為メ死ヲ見ル羽毛ノ如キ精神J，すなわち教育勅語や軍人勅諭の精

神と同ーのものであった10)。

しかし文部省の方針は， r満十五歳以上ノ強壮者ニ限リ正科外ニ行ハシ

ムルハ可ナレドモ随意科トスルハ不可ナリJという 1896年 7月の衛生顧問

会議の結論にしたがったものであり lヘ何度かの武道正科採用運動を斥け

てきたのであった。これは，武術が発育期の学童を考慮した上での体育運

動ではなく，競技主義や鍛練主義を俳して適度な運動を奨励するという体

操伝習所の答申 (1884年)以来の「合理的体育観jや健康や運動効果の面

から科学的に考察しようとする医学者たちの興論が文部省内に支配的で

あったからといわれるlへもっとも医学者たちのこのような合理的・科学

的対応は，日清戦争後経営課題としての「兵備ノ拡張」と「殖産興業」の

基礎としての「精神の命ずる所J~こしたがって機敏に働く身体を育成する

体育や「東洋の盟主」としての「欧州、|の諸強国と相時立」できる国民の体

格と体力の育成のための体育振興の実をあげ、るためには科学的たらざるを

得ず¥その必要性に対する現実認識に基づく児童の心身発達への配慮を特

徴するものでもあったlヘ

とはいえ当時の「尚武」と「強勇Jという気運の下での学校現場の一般
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的な傾向として，撃剣・柔術などが奨励されていく状況になっていき凶，

中学校などで随意科として武道を課すところが増え，課外活動として活発

になってし、く。こうして，武道の正科採用の突破口を聞いたのが1906年の

第二十二会議での「体育に関する建議案」であった。ここでは，前年の同

案が否決された経緯を踏まえて「中学程度ノ諸学校ニ体育正科トシテ剣術

若クハ剣術ノ形ノ体操(練謄操術〉又ハ柔術若クハ柔術ノ形ノ体操ノ何レ

カ調査の上其ノーヲ教習セシムヘシ」が提案され可決されるへこれは，

日露戦期・戦後経営期の「道徳・風儀改良の手段」としての体育の位置付

け， I復古主義的な徳育主義Jの立場に立つ体育の奨励m という久保田・

小松原文政期に採択されたものであった。同建議案委員会委員の鈴置倉次

郎は，同案の修正案を動議してそれが可決された分けであるが，審議の中

で「之(剣術・柔術-引用者〉ヲ実行スルニ付イテ，今日ハ戦捷後ノ際

デ，之ヲ入レ易イ時期ト存ジマスJI三年モ五年モ経ッテ，戦捷ノ熱ガ冷メ

テカラハ，実施ガムヅカシイト思ヒマスカラ，此際早ク入レ夕方ガ，其時

機ヲ得タモノト考エマス17)Jと発言しているように，武道正科採用推進者

にとっては格好の機会であったのである o 同案提案の中心人物である星野

仙蔵も提案理由の中で，日清・日露戦争に勝ったのは， I建国尚武ノ歴史

ガ産出シタル国民的気象」に依るものであり，武道の奨励によってこの精

神の発揚を図りたいので提案したと述べている18)。こうした動向を反映し

てか，政府委員野尻精ーは，参考として東京高等師範学校で体操教師にな

るものに同年4月から撃剣か柔術のどちらかをやることにしていることを

述べている。しかし，従来から文部省ではこれを正科の一つにすることに

は疑問としており， I運動ノ方法トシテ過激ノ正科ヲ一時ニ共同的ニ教授

スルコトガ出来マセヌカラ」今後もやはり同ーの方針をとること明らかに

している。但し，同案の趣旨通りこれを調査することを答弁している1へ

この結果文部省も実地調査の必要を認めて川越中学の撃剣体操の見学を

行っている2へこの後1910年の全国師範学校長会議での「体操科ノ一部ト

シテ撃剣ヲ必修サセルコトノ可否」の諮問を経て， 1911年の中学校令施行

規則改正によって正科に「加フルコトヲ得」となった。改正の理由は， I撃
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剣及び柔術が生徒心身の鍛練上に及ぼす成績に徴しその施設を必要と認め

たるに因るものとすれ}J というものであった。

二年後に制定された学校体操教授要目でも，この施行規則改正と同じく

正科に「加フルコトヲ得」とされたままで，まだ実質的には随意科として

認められるに過ぎなかった。つまり，この要目では， r撃剣及柔術ニ関シテ

ハ別ニ一定ノ方式ヲ示サス従来ノ方法ニ依リ便宜之ヲ授クヘシJ，また

「撃剣ニ在リテハ其用具ヲ改善シ柔術ニ在リテハ其身体及精神ニ及ホスヘ

キ危険ヲ予防スルニ注意シ且ツ撃剣及柔術共ニ適切ナル教授ノ方法ヲ工夫

シ常ニ用具ヲ清潔ナラシメンコトニ留意スルヲ要ス」となっていただけ

で，具体的な配当表はなく，適宣指導される段階に止まっていたのであ

る22}。

このように要目制定期の日本の学校体育において，まだ撃剣・柔術につ

いては，内容と方法が統ーされておらず，また児童の発育発達の立場から

小学校にこれを採用する意志はなかったのである。しかも，中学校武道に

ついても従来の方法で行い一定の統ーした方法で、行ってし、く段階ではな

かったのである。

以上のような武道の正科採用運動の概略的経緯を見るとき，要目制定期

の武道の存在意義は， r武徳」の養成や「尚武の気象Jの緬養への期待に

あったということができょう。もちろん要目制定に苦心した永井道明も，

このことを否定したのではなく，武道の不統一と非科学性を問題にしたの

である。実際永井は，撃剣・柔術を正しく用いれば，全身の強健を図り，

武勇にして礼儀ある人格を養う効果が大きいが，その方法を誤れば身体を

害し徳性を損ねることになると述べていたので、ある23}。

②朝鮮における撃剣・柔術の普及状況

当時日本では，武徳会による各種武術の普及と講道館による柔道の普及

が進んでおり，中学校や高等学校の柔道・剣道の全国大会が開催され，全

国の学校から参加するまでになっていた。これに対して朝鮮では，武徳会

関係の組織として， 1911年 7月に作られた京城武徳館が見られるのみで，
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それも剣道の普及を目的とするものであった。また柔道に関する組織は，

財団法人講道館朝鮮支部が設置される1917年11月までその組織を見ること

はできなかった2へしたがって朝鮮全土にはあまり撃剣・柔術が普及して

いなかったと見ることができる o

このような普及の実態は，撃剣柔術に期待された「武徳Jの養成を社会

にではなく学校において実現しなければならなかったことを示していると

いえよう。これが，高等小学校の撃剣・柔術随意科目化の一つの背景で

あったとみることができる。しかし，中学校からではなくなぜ、高等小学校

からであったのであろうか。また，撃剣・柔術に期待された「武徳」や

「精神的訓練25)Jを強調する理由は，日本におけるより以上に朝鮮では必

要であったのではないかと思われるが，果してそれは何であろうか。それ

を検討する前に，このような精神的教育に対する期待は教練においても同

様であったと思われるので，次にこの点について見てみよう。

③朝鮮における教練教材の特殊性とその意味

朝鮮において学校教練を実施したのは， 1926年(大正15)年度であっ

た2へこの年朝鮮総督府は， r (第一〉学校教練実施決定案」及び~(第二)
学校「教練J実施学校範囲決定ニ就テj(以下両者を「決定案Jと略す〉を

作成した27)。決定案は， 1926年総督府が日本本国より一年遅れで管下の中

・高等教育機関に現役将校を配属し学校「教練Jを導入するに当たって，

陸軍省と交渉した際の資料として作成されたものである o 決定案は，朝鮮

の特殊性に基づき， r之ヲ全然、実施セストスルカノ可否」等をまず検討し，

学校「教練」を実施するのは「中学校，京城師範学校(官立)及び学校組

合立実業学校」など日本人だけを入学させた学校に限るとしたものであ

る28)。つまり， 1926年当時には存在した「内鮮人共学J(日本人と朝鮮人と

の共学)の学校では日本人にも「教練」を実施しないことにしたのであ

る29)。同年 6月，決定案通り「教練教授要目」が制定され制実施に移され

た。その内容は，各個教練，部隊教練，射撃，指揮法，陣中勤務，旗信

号，距離測定，測図，軍事講話，その他(兵器取扱手入保存法，手檎弾投

oo 
qa 



郷法等〉となっている31)。このようにこの時点で始めて軍事教練が実施さ

れたのである o

ところでこの教練教授要目が制定された翌1927年に学校体操教授要目も

改正された32)。この改正要目の教練の教材配当は，徒手教練だけになって

いる33)。その内容は，小学校，普通学校，高等女学校，女子高等普通学校及

び女子の実業学校，師範学校女子においては示されているが，中学校，高

等普通学校及び男子の実業学校，師範学校男子では示されていない3へこ

こだけをみると改正要目では，日本人も朝鮮人も同ーの内容になっている

ように見える。しかし，実際の適用は，日本人だけの男子学校は教練教授

要目によって，日本人と朝鮮人共学の学校及び朝鮮人だけの学校では改正

学校体操教授要自によってなされ，高等普通学校では全く行われないとい

う三重構造をもつものであった。なお，先の決定案では「教練」という言

葉には必ず鈎括弧を付けて示していた。これはそれまでの徒手教練と区別

して軍事教練を意味するためでははなし、かと思われる。

このような事実は，次のことを示している。

( 1) 朝鮮人には徒手教練(秩序運動〉は行わせるが，軍事教練は一切行

わせなかったこと o 特に高等普通学校では徒手教練すら配当しなく

なったこと。

(2) 1926年までは日本人にも軍事教練を行わなかったこと。

(3) 1926年以降も日本人の一部は軍事教練を行わなかったこと。

すでに別稿で検討していることであるが， 1914年の要目で示された「教

練Jは，日本で実施されていたそれ以前の兵式体操よりも軍事的には後退

したものであった。この14年の要目の「教練」に配当されている執銃各個

教練や部隊教練の一部は，実践的な戦闘教練の基礎として集団秩序運動に

重点を置くものであり，その内容は， I体操の集団一斉指導上必要な“気

をつけ" “右へならえ"の類で教練の強化とは言えない35)J ものであった。

先に見た教練配当の相違は，このような秩序運動重視の教練の内容をより

強化したことを示すものであった。もっとも要目制定に苦心した永井道明

は，学校教育に執銃教練を取り入れたことによって体操遊戯取調報告以後
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の陸軍省との折衝で求められた軍事的効果を強調したのである。しかし，

その強調は，軍隊の方式との区別を明らかにし，訓練的精神の養成に重き

をおく表現になっている。すなわち， I世界の大陸軍国なる独逸国が兵式

教練殊に執銃教練を彼れの学校教育に利用せざるにもかかわらず，我が国

に於ては，進んで之れを学校教育上に活用す?之れに就きでは能く其の精

神的活用に注意するを要す。元来学校生徒に施す所の教練の基本的目的

は，其の訓練的精神に在りて存し，其の方式が軍隊の方式と一致するとせ

ざると，或は銃を持つと持たざるとの如きは，形式上の便宜に属するもの

なり。若し夫れ全国皆兵の我が国に於て，之れに応ずべき男子の教養上，

残して以て将来の用を為すものは，養はれたる精神及び身瞳其の物にし

て，現在の技術には在らざるなり 36)0 Jというものであった。

このように要目に配当された教練は，実践的技術よりも訓練的精神に重

点をおいたものであった。それにも拘らず朝鮮人の高等普通学校にはこれ

らが配当されていなかった。このように朝鮮における教練の取り扱いは，

日本人と朝鮮人とを区別しながらも，日本人の聞にも区別を設けたもので

あった。これが朝鮮における教練教材の特殊性であった。ではなに故に，

このような区別が必要だったので、あろうか。

これには，いくつかの朝鮮の実情に対応しようとしたものであるとが考

えられる。一つは，併合前からあった日本人による教育に対する朝鮮人の

不信を払拭するためではないかということである。すなわち，朝鮮人の中

には「日本人教師は生徒を教育して卒業後は日本にま立致して兵卒となすの

であるとか従撲奴隷となすのであるなど唱え…(中略)…入学せさむるを

醸賭した列者があったことと関わっている。もう一つは，植民地統治下で

直ちに兵役の義務を負わせることができなかったことと関わって，その義

務のない朝鮮人学生に教練を行う必要がなかったのではないかということ

である。確かにこうした不信への配慮や制度上の問題はあったで、あろう。

しかしここで想起しなければならないことは，併合前に兵式体操が教科目

から削除された点であるoこの削除の背景には，当時盛んであった反日義兵

闘争や愛国啓蒙運動などがあった。その反日運動の拠点の一つが私立学校
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であった。この私立学校を中心に盛んに行われていたのが軍事訓練として

の兵式体操であり，反日運動の温床とされ厳しく統制され，1909年の学校体

育改革で教科目から削除されたのであった38)。併合後私立学校は，公立学

校に準じて教科目を定めていたが，公立学校が少なく私立学校の成績は国

民教育の成果を左右するほどのものであった3へといわれている o 併合後

も私立学校への統制は厳しくなかったが，この統制の一環として軍事訓練

に対する総督府の警戒と配慮があったと考えることができる。こうした朝

鮮の実情が朝鮮人と日本人の区別や日本人間の区別の背景であった。それ

故に執銃教練や部隊教練を朝鮮人の高等普通学校に配当しなかったのは，

これらが集団秩序運動に重点を置いたものとは言え，銃を持った訓練への

警戒があったことや部隊とは関係ない一般的な集団秩序を求めたからだと

いうことができる。また朝鮮人への秩序運動としての教練の配当は，秩序

運動(徒手教練〉の目的が「規律節制ノ良習ヲ養成却)Jすることであり，そ

の限りにおいて教練を配当したので、ある。これには，兵役の義務は関わりな

かったのである。朝鮮教育令下の朝鮮人の体育目標は，普通の健康な身体と

従順な精神を持った帝国臣民を育成するということであったが，まさにこ

れに一致したからであった。

在朝鮮日本人の教練教育は pこのような状況下に置かれたものであり，軍

事教練よりも秩序運動に重点が置かれた要目の内容はまさに好都合で、あっ

た。大正6年の小学校教授書は，r体操科の教材中体操及び遊戯の如きも固よ

り規律的訓練の性格を有するもの無きにせずと難も教練に至りでは特に規

律的訓練を以て主眼とすべきなり。故に其の目的は解剖的生理的にあらず

全く心理的にして規律を守り，協同を尚ぶの習慣を養成するにありといふ

ベし4九」と述べている。これは，要目の内容を具体化する指導書における

説明であるが，この時期の小学校の「教練の目的」を示したものであった。

また要目に配当されている執銃各個教練や部隊教練(徒手，執銃〉の一部

なども実践的な戦闘教練の基礎としての集団秩序運動に重点を置くもので

あり，このような規律的訓練を主眼とする教練の目的は中学校においても

同様であったといえよう。
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以上のように，朝鮮における教練教材では，朝鮮人に対する教育方針と

関わって，日本人に対する「規律的訓練j の重視が日本以上に必要であっ

たといえよう。しかし教育において「武徳Jや「精神的訓練jを強調する

理由は，このような教練教材の特殊性だけでなく，在朝日本人の教育状況

にもあったと考えられる o 以下でこの点について見てみよう。

(下巻につづく〉
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